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【令和５年度 地方分権改革提案】 生産緑地法と公拡法の重複手続の合理化
１ 提案趣旨

営農の継続が困難等の理由で、生産緑地地区に指定された土地を農家以外の者に売却して農地等以
外のものにする場合、生産緑地法に基づく買取申出手続と公有地の拡大の推進に関する法律（以下、
「公拡法」という。）に基づく届出手続が重複し、土地所有者と行政機関に二重の負担を発生させて
いるとともに、民間の土地取引を遅延させる要因になっている。
円滑な土地取引を促進するため、公拡法改正による重複した手続の整理及び合理化を求める。

＜生産緑地制度＞
【目的】市街化区域内にある農地等の計画的な保

全を図り、良好な都市環境を形成する。

【指定要件】
・500㎡以上（静岡市では300㎡以上に緩和）の
一団の農地

・公共施設等の敷地として適する 等

【指定手続】
生産緑地地区の都市計画決定（市町村）

建築・宅地造成等の行為制限、農地等としての管理義務
※市街化区域内農地は宅地並み課税（三大都市圏特定市）
がされるのに対し、生産緑地は税の軽減措置が適用

＜公拡法に基づく土地先買い制度＞
【目的】公有地拡大の推進のため、地方公共団体

等が民間の土地取引に先駆けて土地取得の
機会を得る。

【届出要件】
以下の土地所有権を有償譲渡しようとする場合
・都市計画施設予定区域を含む200㎡以上
・生産緑地地区の区域を含む200㎡以上
（上記２要件：静岡市では100㎡以上）
・市街化区域内5,000㎡以上 等

※当該土地の買取を希望する地方公共団体等が
あり 地方公共団体等と土地所有者が買取協議
なし 土地所有者は第三者へ譲渡可

２ー１ 現行制度（制度の概要）

1
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【令和５年度 地方分権改革提案】 生産緑地法と公拡法の重複手続の合理化
２－２ 現行制度（生産緑地地区の土地を農家以外に売却する場合の手続）
＜生産緑地法 等＞

買取申出

買取の有無
を通知

行為制限解除

都市計画変更
(都市計画法)

地方公共団体等の買取希望の
有無を確認

※買取無しの場合
生産緑地取得の斡旋
（市町村から農林漁業者へ斡旋）

※斡旋不調の場合

農地転用（農地法）
第三者へ譲渡
建築・宅地造成等可

1
か
月
以
内

３
か
月

静
岡
市
の
場
合
、
買
取
申
出
か
ら
最
長
で
１
年
８
か
月
程
度

＜公拡法＞

届 出

買取希望の
有無を通知

地方公共団体等の買取希望の
有無を確認

※買取希望無しの場合

民間同士で売却相手と売却金額が概ね決定

第三者へ譲渡

※買取希望ありの場合
（静岡市では近年ほぼ事例無し）

買取希望の地方公共団体等と
土地所有者が買取協議

３
週
間
以
内

買
取
希
望
有
り
の
場
合

３
週
間
以
内

※都市計画変更による生産緑地地区の指定解除
まで公拡法届出義務あり

※生産緑地法と公拡法の手続の順番について法
の規定なし → 同時進行が可能

（手続きの流れは次ページを参照）

協議成立 協議不成立

地方公共団体等が土地取得 第三者へ譲渡

〇土地所有者 市町村長
・当該市町村以外の地方公共団体等が
買い取る場合を除き、特別な事情が
無い限り、当該市町村が買い取る。

〇市町村長 土地所有者

・生産緑地法上の建築・宅
地造成等の制限が解除

・都市計画上の生産緑地地
区の指定を解除(市町村)

〇土地所有者 知事又は市長
・売買契約締結の３週間前までに
届出

〇知事又は市長 土地所有者
・買取希望ありの場合

買取協議を行う旨を通知

事務の重複

2
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【令和５年度 地方分権改革提案】 生産緑地法と公拡法の重複手続の合理化
※（）内の課は本市所管課

【生産緑地法】
買取申出

（土地所有者 市町村長）

【生産緑地法】
行為制限解除

都市計画変更
生産緑地地区
指定解除
（市町村）

生産緑地法
（緑地政策課）

公 拡 法
（開発指導課）

現行制度の
問題点

市町村の買取有無の確認 生産緑地取得の斡旋
１か月以内 市町村から農林漁業者へ斡旋

都市計画上の生産緑地地区の指定（静岡市では生産緑地法買取申出から指定解除まで最長１年８か月程度）

行政の事務処理内容（買取希望の有無の確認）が重複しており、土地所有者と行政に二重の負担が発生

・民間の土地取引が遅延
・生産緑地地区の指定は形式的なものに過ぎ
ないため、公拡法の義務を課すのが不合理

農地転用
（農地法）

・土地の譲渡
・宅地等の造成が可能

公拡法届出期間 ※期間中、最長３週間（買取協議ありの場合は最長６週間）の手続必要

２－３ 現行制度（売却手続の流れ）
【生産緑地法】
買取の有無通知

（市町村長 土地所有者）

土地買取希望の全課照会
（企画課）

事務の重複

公拡法届出 土地買取希望の全課照会
（企画課）

３か月

買取希望の有無通知

事務の重複

3
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【令和５年度 地方分権改革提案】 生産緑地法と公拡法の重複手続の合理化

３ー１ 課題（実務上の三つの問題点）
①土地所有者及び行政機
関に二重の負担が発生

②民間の土地取引に
遅延が発生

③行為制限解除後の
公拡法の届出は不合理

• 地方公共団体等の買取希望の
確認事務が重複

• 生産緑地法の手続により市町
村が買い取らないと判断した
土地

公拡法の届出により改めて地
方公共団体等に買取希望の機会
を与えても、買取希望が出る可
能性は低く、さらに買取協議が
成立する可能性はゼロに近い。
次ページを参照

• 行為制限解除後も、都市計画
上の生産緑地指定の解除まで、
公拡法の届出が必要

公拡法の手続が完了するまで
の期間（通常、届出から最長
３週間、買取協議ありの場合
は最長６週間）は土地の譲渡
禁止。

民間の土地取引に遅延が発生

※②及び③は行為制限解除後に公拡法の届出を提出した場合

• 行為制限解除
生産緑地法上の農地等とし
ての管理義務が撤廃
農地転用（農地法）により
自由な土地利用が可能に

都市計画上の生産緑地指定は
形式的なものに過ぎない。

既に宅地造成等され、外形上農地
ではない土地も、「都市計画上は生
産緑地」という理由により届出義務
を課すのは不合理

【土地所有者等からの声】
・なぜ同様の手続を２回も行わなければならないのか？
・生産緑地法の手続の中で市は買い取らないと判断したはずなのに、なぜ公拡法の届出が必要なのか？
・行為制限解除され、事実上、生産緑地ではなくなったのに、なぜ公拡法の届出が必要なのか？ 4
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【令和５年度 地方分権改革提案】 生産緑地法と公拡法の重複手続の合理化
３－２ 課題（統計資料から）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
届出件数（件） 4,802 4,831 5,147 4,564 5,660

買取協議通知件数（件） 263 216 201 213 277

買取協議成立件数（件） 8 7 9 8 20

買取協議成立率（％）
※買取協議成立件数／届出件数 0.17 0.14 0.17 0.18 0.35

〇全国の公拡法届出処理状況表（平成29年度～令和３年度）
※国土交通省作成「公有地の拡大の推進に関する法律第２章実施状況調査(令和３年度）」から抜粋し、静岡市が編集
※届出件数は、生産緑地地区に関する届出だけでなく、公拡法第４条第１項に記載の全ての要件に該当する届出件数

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度
届出件数（件） 50 43 45 46 51 73

うち生産緑地届出件数（件） 0 1 6 8 8 26

買取協議通知件数（件） 0 0 0 2
※生産緑地ではない 0 0

買取協議成立件数（件） 0 0 0 0 0 0

【参考：静岡市の状況】※令和４年度、生産緑地買取申出者に対する公拡法届出の呼びかけを強化したため、届出件数増加

・公拡法届出制度においては、そもそも買取協議成立まで到達する割合は低い。
・生産緑地のみの統計資料は無いが、仮に地方公共団体等が生産緑地の土地の買取を希望したとして
も、生産緑地法上の手続きにより買取を行うケースが多いと考えられるため、生産緑地に関して公
拡法届出から買取協議成立まで到達する件数はゼロに近いと考えられる。（ 届出の必要性に疑問)

5
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【令和５年度 地方分権改革提案】 生産緑地法と公拡法の重複手続の合理化

＜静岡市においてよくある事例＞

農家Ａ所有 不動産開発業者Ｂ所有 C、D、Eが購入

生産緑地 Ｃ Ｄ Ｅ
行為制限解除
農地転用

売却
宅地造成後、分譲

売却

都市計画上の生産緑地地区の指定

農家 不動産開発業者 買い手
Ａ Ｂ Ｃ

Ｄ

Ｅ

１契約ごと、契約前に公拡法届出が必要

公拡法

宅地として造成されていても、都市計画上は
生産緑地地区のため、各区画の買い手が見つ
かる度に、契約前に届出義務がある。

業者と行政の双方にとって無駄な負担
土地取引の遅延

３－３ 課題（主な支障事例）・・・生産緑地指定の土地の転売・分譲販売

公拡法

公拡法

公拡法

6
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【令和５年度 地方分権改革提案】 生産緑地法と公拡法の重複手続の合理化
３－４ 課題（２つの法制度の違いによる競合・矛盾）

＜生産緑地法＞買取りの相手方・・・Ａ
※当該生産緑地の周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整
備の状況及び土地利用の状況を勘案して必要があると認めるとき
【根拠】生産緑地法第11条第２項
・法の目的に照らし、公園、緑地その他の公共空地とし
ての利用計画を持つ者が優先される。

＜公拡法＞買取協議の相手方・・・Ｂの可能性あり
それぞれの計画の有無ないしは具体性、当該土地の必
要性の程度、資金状況その他を判断要素に、総合的に勘
案して、買取協議を行う地方公共団体等を定める。（昭
47･8･25事務次官通達記2(3)）

（２）買取（協議）の相手方の違い
＜想定事例②＞複数の地方公共団体等が買取を希望する場合
【生産緑地法】買取申出 Ａの利用計画：公園
【公 拡 法】届出 買取希望調査 Ｂの利用計画：公民館

公拡法届出が先に提出された場合、公園等以外の利用を計画する団体が買取協議の相手方となり、当該土地の緑地機
能が失われる可能性がある。 生産緑地法の目的に反する（２つの法律が競合する）。

（１）地方公共団体等の買取の強制力の違い
＜想定事例①＞公拡法届出が生産緑地法買取申出よりも先に提出された場合 ※両手続の順番について法の規定なし

（一連の手続に先駆けて民間同士で停止条件付契約を締結する場合等を想定）

公拡法届出 買取希望あり

土地所有者と地
方公共団体等が
買取協議

協議不成立 生産緑地法
買取申出 買い取る旨の

通知
売買契約成立

土地所有者と地
方公共団体等が
価格協議

協議が不調の場合は、
収用委員会による裁決

地方公共団体
等が土地取得

最長６週間（※無駄な期間）

・生産緑地法：地方公共団体等の買取には強制力あり（市町村長等の一方的意思表示である買い取る旨の通知の発送
をもって時価による売買契約が成立、価額の決定により市町村等に所有権移転 ※生産緑地法逐条解説より）

・公 拡 法：地方公共団体等の買取には強制力なし（買い取るか否かは土地所有者との協議の結果による）

地方公共団体等が生産緑地の土地を取得しやすくするという観点では、生産緑地法一本に絞った方がよいと考えられる。

どちらを買取（協議）の相手方とするか？

7
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【令和５年度 地方分権改革提案】 生産緑地法と公拡法の重複手続の合理化

生産緑地法 ３か月以内

都市計画上の生産緑地地区の指定

農地転用
（農地法）

・土地の譲渡
・宅地等の造成が可能１か月以内

公 拡 法

改 正 案

※静岡市は
Ａ案を最も
推奨、次点
はＢ案

Ａ案 生産緑地を公拡法第４条の届出対象から除外する。
【理由】生産緑地法の手続きにより、既に地方公共団体等が民間の土地取引に先駆けて土地取

得の機会を得るという公拡法上の目的は果たされているため。

Ｂ案 行為制限解除後は届出不要とする。
【理由】行為制限解除後は、生産緑地地区の指定は形式的なものに過ぎず、公拡法の届出義務

を課すのは不合理であるとともに、民間の土地取引を遅延させることになるため。

Ｂ案 行為制限解除後は届出不要

Ｃ案 市町村から買取をしない旨の通知を受けてから１年間は届出不要
Ｃ案 市町村から買取をしない旨の通知を受けてから１年間は届出不要とする。
【理由】公拡法第５条第１項では、一定要件を満たす土地所有者が地方公共団体等による買取を希望する場合、

買取申出をすることができるとされている。その結果、地方公共団体等の買取希望が無かった場合、そ
の通知を受けてから１年以内に当該申出をした者が当該土地を有償譲渡するときは、公拡法第４条の届
出義務のある土地であっても届出義務が免除される。
これを準用し、生産緑地法の買取申出により、土地所有者が市町村から買取をしない旨の通知（生産

緑地法第12条第１項）を受けてから１年以内に買取申出した者が当該土地を有償譲渡する場合、公拡法
の届出を不要としても支障はないため。
※ただし、買取申出者（生産緑地所有者）から土地を買い取った者が売却する場合（P6のケースでは、

B C,D,E）は公拡法届出が必要であるため、転売・分譲販売の場合は有効ではない。

４ 解決策（公拡法改正案）
【生産緑地法】
買取申出

（土地所有者 市町村長）

【生産緑地法】
行為制限解除

都市計画変更
生産緑地地区
指定解除
（市町村）

【生産緑地法】
買取の有無通知

（市町村長 土地所有者）

8
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【令和５年度 地方分権改革提案】 生産緑地法と公拡法の重複手続の合理化
５ 解決策による効果
①土地所有者と行政機関の二重の負担が解消

改正前 改正後

土地
所有者

①生産緑地法と公
拡法の二つの手
続が必要

公拡法届出に要し
た手間（書類の作
成、添付書類の用
意、書類の提出）
が無くなる。

行政
機関

①土地所有者に対
し、生産緑地法
と公拡法の二つ
の手続の案内が
必要

②二つの手続の処
処理が必要。
その中で地方公
共団体の買取希
望の確認事務が
重複

①生産緑地法の手
続の案内のみに
軽減される。

②公拡法の事務処
理が無くなるた
め、事務負担が
軽減される。

②民間の円滑な土地取引が促進
改正前 改正後

行為制限解除後も都市
計画上の生産緑地指定
の解除まで、公拡法届
出が必要

公拡法の手続が完了す
るまでの期間（通常、
届出から最長３週間、
買取協議ありの場合は
最長６週間）は土地の
譲渡禁止

土地取引の遅延が発生

公拡法届出に伴う土地
譲渡制限期間が無くな
る。

土地売買契約を遅延さ
せる必要が無くなる。

円滑な土地取引・土地
利用が促進される。
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